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S58.2               H13.１ H14.10 H18.10 H20.4

負担
割合

現役並み所得者

定額負担 １割

２割 ３割

それ以外 １割
70～74歳２割
（一部１割）

75歳以上１割

負担割合 １割

介護保険の利用者負担

医療保険の患者負担（70歳以上の高齢者）

○ 介護保険の利用者負担は、制度創設以来１割であったが、その後負担割合の見直しが行われている。
○ 介護保険制度施行時にはまだ高齢者医療は定額負担制であり、その後定率負担が導入され、さらに負担割合の見直

しが行われている。

S59.10 H9.9  H14.10 H15.4 H20.4

負担
割合

本人 １割 ２割 ３割

被扶養者

３割 ３割
（入院２割）

２割 ２割
（３歳未満） （未就学児）

医療保険の患者負担（健康保険、70歳未満）

介護保険
制度案大綱

３割
（入院2割）

H27.8H8 H12.4

２割

１割
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利用者負担割合の変遷



○ 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律１割に据え置いている利用者負担について、相対
的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合を２割とする。ただし、月額上限があるため、見直し対象の全員の負担が２倍
になるわけではない。

○ 自己負担２割とする水準は、合計所得金額（※１） １６０万円以上（※２）の者（単身で年金収入のみの場合、280万円以上）。
○ ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、実質的な所得が280万円に満たないケースや２人以上世帯における負担能力が低

いケースを考慮し、「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円、２人以上世帯で346万円未満（※３）の場合は、１割負
担に戻す。

負担割合の引き上げ

※１ 合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額
※２ 被保険者の上位２０％に該当する水準。ただし、利用者の所得分布は、被保険者全体の所得分布と比較して低いため、被保険者の上位２０％に相当する基準を設

定したとしても、実際に影響を受けるのは、在宅サービスの利用者のうち15％程度、特養入所者の５％程度と推計。
※３ 280万円＋5.5万円（国民年金の平均額）×１２ ≒ 346万円

自己負担２割とする水準（単身で年金収入のみの場合） ※年金収入の場合：合計所得金額＝年金収入額－公的年金等控除（基本的に120万円）

年金収入

介護保険料が第８段階
３１０万円

合計所得金額

住民税非課税
１５５万円

160 190

200100 300 400

モデル年金
(厚生年金)
１９８万円

被保険者の
上位２０％
２８０万円

医療保険の現役並み所得
３８３万円

平均的消費支出
（無職高齢者単身世帯）

１７０万円

自己負担限度額（高額介護サービス費）のうち、医療保険の現役並み所得に相当する者

のみ引上げ

負担上限の引き上げ

自己負担限度額（月額）

一般 37,200円（世帯）

市町村民税世帯非課税等 24,600円（世帯）

年金収入80万円以下等 15,000円（個人）

現役並み

所得相当（※）
44,400円

一般 37,200円

〈見直し後〉

自己負担限度額
（現行／世帯単位）

現役並み所得者
80,100＋医療費1％

（多数回該当：44,400円）

一般 44,400円

市町村民税非課税等 24,600円

年金収入80万円以下等 15.000円

参考：医療保険の70歳以上の高額療養費の限度額

〈見直し前〉

※ 課税所得145万円以上（ただし、同一世帯内の第１号被保険者の収入が、１人のみの場合383
万円、２人以上の場合520万円に満たない場合には、一般に戻す）

平成26年改正における一定所得以上の利用者負担の見直し【平成27年８月施行】
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H13.１ H14.10 H18.10 H20.4

負担
限度
月額
※

現役並み所得者

37,200円

72,300円＋（医療費
－361,500円）×1％
＜40,200円＞

80,100円＋（医療費
－267,000円）×1％
＜44,400円＞

一般 40,200円 44,400円

低所得者Ⅱ 24,600円

低所得者Ⅰ 15,000円

H12.4 H17.10                       H27.8

負担
限度
月額

現役並み所得者
37,200円

44,400円

課税世帯 37,200円

非課税世帯
24,600円

24,600円

年収80万円以下 15,000円

生活保護受給者 15,000円

介護保険

医療保険（70歳以上の高齢者）

○ 介護保険制度の高額介護サービス費の限度額は、制度創設時の医療保険の高額療養費の多数回該当の金額に合わせて設
定されたが、医療保険における住民税課税世帯の基準は現在37,200円から44,400円に引き上げられている。

○ これをふまえ、介護保険制度においても、医療保険の現役並み所得に相当する人がいる世帯に限定して、限度額が44,400円
に引き上げられた。

※ ＜＞は、年４回以上利用する多数回該当時の金額。 73

利用者の自己負担限度額の推移



所得段階 所得区分 上限額

第１段階 ①生活保護の被保護者

②15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合

③市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

①個人15,000円

②世帯15,000円

③世帯24,600円

個人15,000円

第２段階 ○市町村民税世帯非課税で［公的年金等収入金額＋合計所得金額］ が
80万円以下である場合

世帯24,600円

個人15,000円

第３段階 ○市町村民税世帯非課税

○24,600円への減額により生活保護の被保護者とならない場合
世帯24,600円

第４段階 ①第１～３段階又は第５段階のいずれにも該当しない者

②課税所得１４５万円以上の第１号被保険者がいる場合であって、世帯内
の第１号被保険者の収入の合計が520万円（世帯内の

第１号被保険者が１人のみの場合は383万円）未満である場合

世帯37,200円

第５段階 ○課税所得１４５万円以上の第１号被保険者がいる場合（第４段階の②に
該当する場合を除く。）

世帯44,400円

（利用者負担世帯合算額ー世帯の上限額） ×
個人の利用者負担合算額

利用者負担世帯合算額

個人の高額介護（介護予防）サービス費の支給

※上記計算の結果、個人単位の負担上限額を超える場合は、負担が15,000円になるように適用される。

月々の介護サービス費の自己負担額が世帯合計（個人）で上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻され
る。

現役並み所得者平成27年８月～
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高額介護サービス費の支給基準



費用負担（総報酬割・調整交付金等）
（参考資料）（抜粋）

社会保障審議会
介護保険部会（第61回） 参考資料２

平成28年８月19日



（介護給付費の28% ÷第２号被保険者数＝第２号被保険者１人当たり保険料額）

②第２号被保険者一人あたりの保険料額を計算

第２号被保険者
の保険料

第１号被保険者
の保険料

市町村
負担金

都道府県
負担金

12.5%

国

25%

12.5%

22%

（参考）協会けんぽと健保組合における介護保険料率の比較

①第２号被保険者（40~64歳）は給付費の28%を負担

協会けんぽ健保組合 共済組合国 保
など

⑤社会保険診療報酬支払基金に納付

市 市 町 町 村 村

③被保険者数に応じて負担

④各医療保険者が医療保険料と一体的に徴収

⑥各市町村に交付（各市町村の介護給付費の28%分）

28%

介護納付金の総報酬割について
○ 40～64歳が負担する保険料については、その加入する医療保険の加入者数である第２号被保険者の人数に応じて負担する介護納

付金の額が決められる仕組みとなっている。
○ 介護納付金の総報酬割は、これを、被用者保険（協会けんぽ、健保組合、共済組合）間では報酬額に比例した負担にする仕組み。

［介護納付金の仕組み］

被用者保険間では報酬額に比例して負担
する仕組みに改める ＝ 総報酬割

平成２６年度介護保険料率

協会けんぽ １.７２%

健保組合 １.４０%

※健保組合については、予算早期集計において報告のあった組合（1409組合）ベースの速報値

介護納付金の仕組みと総報酬割
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